
萩市上下水道局

下水道事業の概要

萩市上下水道事業審議会

（第１回）
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令和７年１月２３日（木）



萩市上下水道局下水道の種類
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浄化槽集落排水施設下水道

個別排水処理施設特定地域生活排水処理施設小規模集合排水処理施設

農業集落排水施設

漁業集落排水施設

林業集落排水施設

簡易排水施設

流域下水道

（都道府県が実施）

公共下水道

特定公共下水道

特定環境保全公共下水道

事業名

浄化槽法第２条第１号
法律上の位置づけはない（地域再生法第５条）

設置及び維持管理は浄化槽法が適用される
下水道法第２条第４号下水道法第２条第３号

法律の

根拠等 地方単独事業

※住宅戸数 20戸未満

環境省の補助事業

※住宅戸数 20戸以上

地方単独事業

※住宅戸数

２戸以上20戸未満

農林水産省の補助事業

※住宅戸数 20戸以上等
国土交通省の補助事業

無し

※下水道事業債の借入対象の要件として、特別会計を設置

公共下水道事業のみ有り

（地方財政法施行令第46

条第13号）

特別会計

設置義務

■公営企業として実施されるもの

浄化槽集落排水施設下水道

浄化槽（個人設置）コミュニティ・プラント－都市下水路事業名

浄化槽法第２条第１号
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

－下水道法第２条第５項法律の
根拠等

■普通会計（一般会計等）で実施されるもの

• 下水道事業は、下表のとおり、大きく分けて「公営企業として実施されるもの」と「一般会計で実施されるもの」
があります。その中でも、 「下水道（国土交通省）」「集落排水施設（農林水産省）」「浄化槽（環境省）」の３
つ事業に分かれ、更に事業ごとの施設が細分化されています。

• 汚水処理人口普及率は、令和５年度末現在、全国で93.3％、山口県で90.0％となっています。

※汚水処理人口普及率＝（下水道供用開始済人口＋集落排水施設供用開始済人口＋浄化槽処理人口）÷総人口



萩市上下水道局萩市の下水道事業
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概要実施地域事業名

萩市中心部に位置する萩処理区が昭和52年度（1977年）に事業着手して、
昭和60年度（1985年）に供用開始しました。現在も整備中です。

萩公共下水道事業

須佐地域に位置する須佐処理区が平成10年度（1998年）に事業着手して、
平成15年度（2003年）に供用開始しました。平成24年度（1995年）に、隣
接する漁業集落排水事業の浦処理区を編入しています。

須佐特定環境保全公共下水道事業

６地域14地区で事業を行い、平成元年度（1989年）に事業着手して、平成
６年度（1994年）に供用開始しました。

萩、川上、田万川、
むつみ、旭、福栄

農業集落排水事業

萩市で最も早く処理を開始した事業です。
３地域８地区で事業を行い、昭和55年度（1980年）に事業着手して、昭和
59年度（1984年）に供用開始しました。現在も１地区（大井）が整備中です。

萩、田万川、須佐漁業集落排水事業

田万川地域に位置する下小川鍋山地区が平成11年度（1999年）に事業着手
し、平成13年度（2001年）に供用開始しました。

田万川林業集落排水事業

萩地域及び旭地域の一部の地区で事業を行い、平成８年度（1996年）に事業
実施して、平成23年度（2011年）に事業完了しました。

萩、旭特定地域生活排水事業

田万川地域及びむつみ地域の一部の地区で事業を行い、平成９年度（1997
年）に事業実施しました。

田万川、むつみ個別排水事業

• 萩市の下水道事業会計で管理運営しいる下水道は、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水事業、
漁業集落排水事業、林業集落排水事業、特定地域生活排水事業及び個別排水事業の７事業で、集合処理を２５処
理区（２４処理場）と浄化槽（市町村設置型）２地区を実施しています。

• 萩市の令和６年３月３１日現在の汚水処理人口普及率は89.5％、汚水衛生処理率は84.8％となっています。

※汚水処理人口普及率＝（下水道供用開始済人口＋集落排水施設供用開始済人口＋浄化槽処理人口）÷ 行政区域内人口
※汚水衛生処理率＝（下水道接続済人口＋集落排水施設接続済人口＋浄化槽処理人口）÷ 行政区域内人口



萩市上下水道局萩市の下水道施設の整備状況
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萩市上下水道局下水道事業の経営状況
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• 下水道事業会計は、国（総務省）の要請により平成29年4月から公共下水道を、平成30年４月から
集落排水施設等を、地方公営企業法を適用して、「公営企業会計」で経理しています。

• 下水道事業会計も公営企業会計ですので、一般会計のような現金主義の会計ではなく、発生主義の
複式簿記で記帳し、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書などの財務諸表を作成す
ることが義務付けらています。

• 下水道事業会計は、『雨水公費・汚水私費」の原則はありますが、収支の不足分を一般会計から繰
入れを行い、収支が均衡するようにしていますので、純利益や純損失はありません。



萩市上下水道局下水道使用料
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超過使用料超過水量基本使用料基本水量用途別

140円20㎥を超え40㎥まで2,600円20㎥まで一般汚水

160円40㎥を超え60㎥まで

165円60㎥を超え100㎥まで

185円100㎥を超え200㎥まで

190円200㎥を超えるもの

120円20㎥を超え40㎥まで2,600円20㎥まで公衆浴場汚水

70円40㎥を超えるもの

120円20㎥を超え40㎥まで2,600円20㎥まで温泉汚水

70円40㎥を超えるもの

• 下水道使用料は、基本水量までは定額の「基本使用料」と基本水量を超えた水量に応じ
て加算する「超過使用料」と水量の使用水量に応じて段階的に超過使用料が累進する
「累進使用料」の三部制の使用料を採用しています。

• 使用料は２か月ごとに水道料金と合算して請求しています。（下表は、２か月あたりの
税抜の金額です。）

• 使用料体系は、汚水の水質による「用途別」の使用料体系を採用しています。



萩市上下水道局下水道事業の計画
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◆主要な計画

1. 萩市汚水処理施設整備構想

2. 萩市公共下水道事業計画

3. 萩市公共下水道ストックマネジメント計画

4. 萩市農業集落排水事業機能保全計画

5. 萩市漁業集落排水事業機能保全計画

6. 萩市下水道事業経営戦略

7. 萩市下水道事業業務継続計画（下水道BCP）

8. 萩市下水道事業新型インフルエンザ感染症業務継続計画

など

◆今後の主な整備計画等

• 公共下水道（汚水）の整備完了（令和8年度末）

• 公共下水道、集落排水施設の改築、更新事業

• 公共下水道の雨水管理総合計画の策定

• 下水道使用料の改定（令和９年１０月予定）

• 萩市下水道経営戦略の改定（令和９年度）



萩市上下水道局

最適整備構想

萩市公共下水道事業全体計画

萩市公共下水道事業計画

第５次萩市汚水処理施設整備構想

山口県汚水処理施設整備構想

萩市の検討結果を提出・調整

どのような汚水処理手法を用いて、萩市全体の汚水処理を行うか明示

下水道事業の全体像の明示

当面の５～７年先までの事業計画

R5.3改定

法第4条（4条の2）

R3.3改訂

萩市特定環境保全公共下水道事業計画

R4.3変更

H30.3

法第4条（４条の２）

R3.9変更

萩都市計画決定

萩都市計画下水道事業

都市計画施設としての位置づけ

法第19条

法第63条

R4.3変更

当面の５～７年先までの事業計画

萩市公共下水道事業ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画

機能保全計画R3.3策定

R2.2

R3.3策定

R5.6改訂

萩市下水道事業経営戦略

当面の５～７年先まで都市計画事
業の認可

施設の状態・優先順位に応じた更新計画

機能保全計画を縦横断的に取りまとめた構想

法定計画

任意計画

集落排水事業

下水道事業

施設の状態・優先順位に応じた更新（投資）計画

下水道事業等の財政計画（農集・漁集・林集等含む）

山口県汚水処理広域化・
共同化計画

R4策定

R4.1変更

R4.3策定

萩市下水道事業耐水化計画

R6.4改訂

萩市下水道事業業務継続計画（BCP）

R5.3策定

維持管理適正化計画
（農集）

R７年度末まで策定

萩市雨水管理総合計画（仮）

R７年度末まで

内水浸水想定区域図作成
（想定最大降雨）

【参考】雨水出水浸水想定区域の指定（水防法）
個別避難計画【努力義務】（災害対策基本法） 8

R4.2変更 資源循環促進計画
（農集）

（農集・漁集・林集）

維持管理費・機能保全対策費などの軽減

集排汚泥の再生利用促進

萩市下水道事業計画相関図


